
工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者（設計担当・工事担当）、
設計者、施工者の三者による会議を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る。

【対象】 全工事対象
・開催については、双方で協議を行い決定。受注者の要望があれば開催し、必要に応じて
開催回数を増やすことも可能。

工事監理連絡会
（三者会議）

発注者
（設計担当、工事担当）

施工者設計者

全体調整

設計図書への質問
新たな技術提案

設計思想の伝達

【やりとりの例】
・設計の考え方の説明（設計者）
・照査結果の報告（施工者）

・関係機関との調整状況等（発注者）

②工事監理連絡会（三者会議）

九州地方整備局
３．施工効率と品質の向上対策（いきいき現場づくり（施工効率化向上））
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